
瀬戸市のぞみ学園管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２６年１月２４日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第１号  

瀬戸市のぞみ学園管理規則の一部を改正する規則  

瀬戸市のぞみ学園管理規則（昭和５１年瀬戸市規則第２２号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （事業の細目）  

第２条 条例第２条に規定する福祉型児童発達支

援センターが行う事業の細目は、次の各号に掲

げる事業とする。 

 

⑴ 児童発達支援事業 児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号。以下「法」という。）第

６条の２第２項に規定する児童発達支援に関

する事業をいう。 

 

 ⑵ 障害児相談支援事業 法第６条の２第６項

に規定する障害児相談支援に関する事業をい

う。 

 

 ⑶ その他市長が必要と認める事業  

（定員） （定員） 

第３条 ＜省略＞ 第２条 ＜省略＞ 

（入園の保留等） （入園の保留等） 

第４条 ＜省略＞ 第３条 ＜省略＞ 

（入園の申込） （入園の申込） 

第５条 児童の保護者は、条例第５条第１号に規

定する児童をのぞみ学園へ入園させようとする

ときは、法第２１条の５の７第９項の規定によ

第４条 児童の保護者は、条例第５条第１号に規

定する児童をのぞみ学園へ入園させようとする

ときは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４



り交付された通所受給者証を提示し、入園申込

書を市長に提出しなければならない。 

号）第２１条の５の７第９項の規定により交付

された通所受給者証を提示し、入園申込書を市

長に提出しなければならない。 

（入園の決定） （入園の決定） 

第６条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

（退園） （退園） 

第７条 ＜省略＞ 第６条 ＜省略＞ 

（退園の申出） （退園の申出） 

第８条 第６条の規定により契約を締結した児童

の保護者（以下「契約児童の保護者」とい

う。）は、当該児童を退園させようとするとき

は、退園させようとする日の１月前までに、契

約解除申出書を市長に提出しなければならな

い。 

第７条 第５条の規定により契約を締結した児童

の保護者（以下「契約児童の保護者」とい

う。）は、当該児童を退園させようとするとき

は、退園させようとする日の１月前までに、契

約解除申出書を市長に提出しなければならな

い。 

（使用料の納付） （使用料の納付） 

第９条 ＜省略＞ 第８条 ＜省略＞ 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第１０条 ＜省略＞ 第９条 ＜省略＞ 

（通園） （通園） 

第１１条 ＜省略＞ 第１０条 ＜省略＞ 

（指導の内容） （指導の内容） 

第１２条 ＜省略＞ 第１１条 ＜省略＞ 

（指導時間） （指導時間） 

第１３条 ＜省略＞ 第１２条 ＜省略＞ 

（休園日） （休園日） 

第１４条 ＜省略＞ 第１３条 ＜省略＞ 

（給食） （給食） 

第１５条 ＜省略＞ 第１４条 ＜省略＞ 

（保健衛生） （保健衛生） 

第１６条 ＜省略＞ 第１５条 ＜省略＞ 

（保護者との連絡） （保護者との連絡） 

第１７条 ＜省略＞ 第１６条 ＜省略＞ 



（非常対策） （非常対策） 

第１８条 ＜省略＞ 第１７条 ＜省略＞ 

（施設及び設備の管理等） （施設及び設備の管理等） 

第１９条 ＜省略＞ 第１８条 ＜省略＞ 

（事故の報告） （事故の報告） 

第２０条 ＜省略＞ 第１９条 ＜省略＞ 

（委任） （委任） 

第２１条 ＜省略＞ 第２０条 ＜省略＞ 
  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  

 


